
住之江区役所発注の業務委託契約案件における随意契約の結果について
令和7年7月契約

No. 案　件　名　称 委託種目 契約の相手方
契約金額
（税込）

契約日 根拠法令
随意契約
理由番号 ＷＴＯ

1
令和７年度住之江区広報紙「広報さざんか」全戸配布業務
及び配布先宅の見守り業務委託（その２）（概算契約）

その他代行 読売大阪南販売株式会社 1,927,530 令和7年7月28日
地方自治法施行
令167条の2第1項

第6号
G29 －

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf
http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf


 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

令和７年度 住之江区広報紙「広報さざんか」全戸配布業務及び配布先宅の見守り

業務委託（その２）（概算契約） 

 

２ 契約の相手方 

読売大阪南販売株式会社 

 

３ 随意契約理由 

令和７年４月１日付け契約の「令和７年度 住之江区広報紙「広報さざんか」全戸

配布業務及び配布先宅の見守り業務委託（概算契約）」に関して、業務履行中の受注者

自体の事情により令和７年８月１日以降の業務が履行できなくなった。住之江区にお

いては、大阪市情報公開条例（平成 13年条例第３号）に基づき、広く区民に行政情報

を発信する手段として広報紙の全戸配布を実施している。残業務を早急に着手しなけ

れば市民生活に影響が出て、市も損害を被る可能性があることから、新たに入札に付

し、新たな受注者が決定するまでの期間の業務委託について、前回入札時に参加した

事業者２者を対象とした比較見積により相手方を決定した。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167条の２第１項第６号 

 

５ 担当部署 

住之江区役所 総務課（ICT・企画） 電話番号 06-6682-9992 

 

 

 

 

 

 

 


